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分収造林の仕組み

(除伐、間伐等）

収益分収

（＝伐採収入－伐採経費）

国　庫　補　助

借　入　金

日本政策金融公庫

（旧農林漁業金融公庫）

償 還 利 息

償 還 元 金

分収造林解約

（地上権の設定）

植　　栽

保　　育

伐 採 収 穫

事業費

補 助

借 入

土地所有者

林業公社

土地所有者 20% ～ 70%

林業公社 80% ～ 30%

※伐採時の木材価格によって、

分収割合が決定されます。

変動比率による分収比率

分収比率（契約時）

40%

60%


